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○大町市水道給水条例施行規程 

昭和５０年１０月２７日 

水道課管理規程第１号 

改正 昭和５４年３月２９日水道課管理規程第２号 

昭和５８年３月３１日水道課管理規程第２号 

平成７年３月３０日水道課管理規程第２号 

平成１０年３月３１日水道課管理規程第１号 

平成１２年９月２５日水道課管理規程第４号 

平成１３年１２月２７日水道課管理規程第３号 

平成１４年１２月２４日水道課管理規程第２号 

平成１５年６月２０日水道課管理規程第２号 

平成１５年１２月２６日水道課管理規程第３号 

平成１７年１１月４日水道課規程第１号 

平成２１年３月３１日水道課管理規程第６号 

平成２６年３月１日上下水道事業管理規程第２１号 

平成２６年１１月１４日上下水道事業管理規程第２２号 

平成２７年３月２７日上下水道事業管理規程第３号 

平成２８年３月２９日上下水道事業管理規程第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、大町市水道給水条例（昭和３０年条例第１６号。以下「条例」

という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（使用許可の申請） 

第２条 条例第５条第１項第１号から第３号まで、第６条第１項各号及び第２項各号

並びに第１９条の届出は、様式第１号、様式第２号及び様式第４号から様式第８号

までによる。 

（水道料の減免） 

第３条 条例第９条の規定による水道料の減免の申請は、様式第９号による。 

２ 水道料の減免の期間は、２年以内とする。ただし、引き続いて減免の申請ができ

るものとする。 

３ 大正１３年１２月末日以前より大町市大町三日町の来見原、大笹及び山の神地籍

に引き続き住居を有している者並びに神社寺院の御手洗及び信濃大町駅前水飲場

は、給水料を無料とする。 

（量水器の試験） 

第４条 条例第１６条の規定による量水器の性能試験は、テストメーターを用いて行

い様式第１０号の検査表を交付する。 

（工事施行手続等） 

第５条 条例第１９条の規定により、指定給水装置工事事業者をして給水装置工事を

施行しようとする場合は、様式第２号の給水装置工事申請書２通を地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第７条の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」

という。）に提出するものとする。 

２ 管理者は、前項の申請があったときは、現場調査をし、承認又は否認の通知をす
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るものとする。 

３ 条例第１９条の規定により、指定給水装置工事事業者が修繕工事を施行した場合

は、様式第１１号の修理報告書１通を翌月末まで管理者に提出するものとする。 

４ 条例第１９条第２項の規定による検査は、埋戻し前に給水装置工事竣工届書（様

式第３号）１通を提出し、検査完了後埋戻しするものとする。 

（身分証明書） 

第６条 条例第３４条の規定による証明書は、身分証明書（様式第１２号）とする。 

（私設消火栓の封かん） 

第７条 条例第３５条の規定による私設消火栓の封かんは、止水栓の部分又はバルブ

を針金にて緊結し、その部分に鉛塊を押圧し、次表に掲げる標識を打ち印するもの

とする。 

直径１３ミリメートル 

 

表 

 

裏 

（建造物等の給水基準） 

第８条 一時に多量の水を使用するとき、又は２階以上の建物に給水するとき、その

他必要があると認めるときは、受水槽の設置を指示することができる。 

（給水停止） 

第９条 条例第３７条の規定による給水停止処分をしようとするときは、当該処分の

予定者に対し停水予告書を交付するものとする。 

２ 前項の予告書の交付不能の場合、大町市公告式条例（昭和２９年条例第１号）第

２条第２項に規定する掲示場に公告することによって効力を生ずるものとする。 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理） 

第１０条 条例第４６条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置

者は、長野県小規模水道維持管理指導要綱（昭和６１年８月２９日付け６１食第３

６５号長野県衛生部長通知）に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関

する検査の実施に努めなければならない。 

附 則 

この規程は、昭和５０年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年３月２９日水道課管理規程第２号） 

この規程は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年３月３１日水道課管理規程第２号） 

この規程は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月３０日水道課管理規程第２号） 

この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月３１日水道課管理規程第１号） 

この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年９月２５日水道課管理規程第４号） 

この規程は、平成１２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１２月２７日水道課管理規程第３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年１２月２４日水道課管理規程第２号） 
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この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年６月２０日水道課管理規程第２号） 

この規程は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則（平成１５年１２月２６日水道課管理規程第３号） 

この規程は、平成１６年１月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１１月４日水道課規程第１号） 

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第３条第３項の改正規定は、平成１

８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日水道課管理規程第６号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１日上下水道事業管理規程第２１号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１１月１４日上下水道事業管理規程第２２号） 

この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日上下水道事業管理規程第３号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日上下水道事業管理規程第１号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条、第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第２条関係） 

様式第５号（第２条関係） 

様式第６号（第２条関係） 

様式第７号（第２条関係） 

様式第８号（第２条関係） 

様式第９号（第３条関係） 

様式第１０号（第４条関係） 

様式第１１号（第５条関係） 

様式第１２号（第６条関係） 

 


